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食中毒事故発生に関するお詫びとお知らせ 

 

この度、当社が運営する店舗「炭火焼鳥 塚田農場 横浜南幸店」（神奈川県横浜市西区）におきまして、

カンピロバクターによる食中毒事故が発生いたしました。  

発症されましたお客様ならびにご関係の皆様には、多大なるご迷惑とご苦痛をお掛けしましたことを、心

より深くお詫び申し上げます。 

また、日頃より当該店舗をご利用いただいているお客様および関係者の皆様にも、多大なご心配をお掛け

しましたこと、重ねてお詫び申し上げます。 

つきましては、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記  

 

１．食中毒事故の内容 

2025 年 10 月 4 日（土）「炭火焼鳥 塚田農場 横浜南幸店」でお食事をされた 1 グループ 2 名のお客様よ

り、体調不良の症状があり、横浜市保健所の調査の結果、そのうちの 1 名のお客様からカンピロバクターが

検出されました。お客様の共通食が当店で提供した料理のみであり、その結果、当該店舗基因による食中毒

であるとの指摘を受け、同店舗は 10 月 10 日（金）より営業禁止処分を受けました 。 

 

２．行政処分の内容 

処分店舗   ：炭火焼鳥 塚田農場 横浜南幸店 

処分理由  ：食品衛生法第 6 条第 3 号違反 

 

３．当社の対応について 

 当社は、この度の行政処分を厳粛に受け止め、再発防止策の徹底を図るため、10 月 10 日（金）より営業

を自粛いたしました。 

その後、横浜市西区保健所の指導に従い、10 月 12 日（日）に保健所主催の衛生講習会を受講し、衛生管理

体制の再確認を行いました。店舗設備の改善箇所の確認・承認を経て、同日をもって営業禁止処分解除の許

可をいただきました。 

お客様に心から安心してお食事をしていただけるよう、解除後も 10 月 13 日（月）は自主的に営業を自粛

し、さらなる徹底した清掃・消毒作業を実施し、万全の体制を整えた上で、10 月 14 日（火）より営業を再

開いたします。 

 

４．現行の衛生管理体制及び再発防止策 

当社では、日頃より衛生管理の徹底を目的とした従業員教育及び社内体制の整備を推進しておりますが、

今般の処分を厳粛に受け止め、深く反省し、当該店舗においては横浜市西区保健所の指導に従い、店舗設

備・食材並びに従業員の衛生管理等を改善いたします。加えて、今後の再発防止に向けて、改めて以下の通

りの対策を講じ、全従業員が食の安全・安心の確保に努めて参る所存でございます。 

(1) 当社の従業員の HACCP に基づく衛生管理の再徹底 

① 食品を提供する上での危害要因と管理条件の再認識 

② 衛生管理計画の再認識と再徹底 

③ 各店舗毎に衛生管理表の記載 

④ 清掃管理計画・実施表の運用による衛生管理の遵守 

⑤ 従業員の健康管理チェックのため、非接触検温計による管理の徹底 

 上記①から⑤につきましては、継続的に実施し、管理体制の再徹底を行うと共に、店舗監査の際のチ

ェック体制の強化に努めて参ります。 

(2) 第三者機関による立ち入り衛生検査の年 3 回の実施 

 上記記載の立ち入り検査につきましても、継続的に実施し、各店舗の衛生面を可視化する事でより

一層の衛生改善に努めて参ります。 

(3) 上記を含む衛生基準に対する講習の実施 

以 上 


